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令和７年 第６回 農業委員会総会 議事録 

 

・開会日時  令和７年５月７日 午後１時５４分 

・閉会日時  令和７年５月７日 午後３時１４分 

・開催場所  議会庁舎３階３０１会議室  

 

・出席委員（２３人） 

１番 石村 利夫 ２番 澁澤 聖一 ３番 小堀 清  ４番 星野 和幸 

５番 松島 敏男 ６番 伊能 良雄 ７番 関 けい子 ８番 横室 辰雄 

９番 坂本 忠 １０番 井田 健 １１番 平野 豊一 １２番 須賀 民雄 

１３番 阿久津 昌枝 １４番 松田 智之 １５番 茂木 啓二 １６番 栗原 博 

１７番 奥野 芳男 １８番 伊藤 晴夫 １９番 山口 かず子 ２０番 狩野 富一 

２１番 小林 要 ２２番 石井 真帆美 ２４番 猪岡 正一  

 

・欠席委員(１人) 

２３番 町田 祐介 

 

 

・事務局出席者 

事務局長 関沼  明也  副参事 井草 依早子  局長補佐 高山 幸治  係長 山田 正史   

副主幹 望月 優至  副主幹 田部井 絢子  主任 田中 惇也  主事 山崎 佑香  

主事  濵上 裕香  主事 髙橋 翼 

 

 

・付議事件 

議案第23号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第24号  農地法の規定による許可の取消しについて（５条） 

議案第25号 農地一時転用許可期限延長願いについて（４条） 

議案第26号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第27号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第28号 競売農地の買受適格証明願いについて（耕作目的） 

 

・協議事項 

（１）遊休農地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

（２）令和６年最適化活動の点検・評価について 

 

・報告事項 

（１）農地法第４条の規定による届出書の受理状況について 

（２）農地法第５条の規定による届出書の受理状況について 

（３）農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

（４）現況証明交付状況について 

（５）農地転用等の意見聴取の結果について 
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議 長 

   

 田部井副主幹 

議 長 

１８番委員 

田部井副主幹 

 

議 長 

 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

望月副主幹 

議 長 

◇◇◇ 

議 長 

 

◇◇◇ 

議 長 

 

議 長 

 

山崎主事 

 

◇◇◇ 

議 長 

それでは、これより令和７年第６回農業委員会総会を開催いたします。開会に先立ちまして、

澁澤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

◇（挨 拶） 

ありがとうございました。続きまして、本日の出席状況について報告いたします。本日の欠席

通告者は、２３番 町田 祐介委員 の１名であります。従いまして在任委員２４名中２３

名の出席であり、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による過半数に達しており

ますので、本会議は成立いたしますことをご報告申し上げます。なお、本総会は一般公開となり

ますので、傍聴者がいる場合は随時受付をさせていただきますことをご了承ください。ここから

は、会議規則第５条の規定により、会長が議長となり会議を進めることとなりますので、澁澤会

長よろしくお願いいたします。 

それでは、令和７年第４回農業委員会総会を開催いたします。初めに前橋市農業委員会総会会

議規則第２５条第３項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。１３番 阿久津 昌枝

委員、１４番 松田 智之 委員、にお願いいたします。なお、総会での発言については、会議

規則に基づき、挙手をして自己の議席番号及び氏名を告げ、議長の許可を求めてから発言をお願

いします。発言は審議に関するものとし、要点をおさえ、簡潔にお願いします。特に議題外にわ

たったり、議題そのものの範囲を超えたりしないようご注意いただき、議事のスムーズな進行に

ご協力をお願いします。 

それでは、議事に入ります。議案第２３号 農地法第３条の規定による許可申請について、整

理番号１番から１６番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

 １８番です。８番の単価が高いと思うのですが、簡単に宅地化できるようなところですか。 

 申請地は市街化調整区域の農用地となっていますので、宅地化するのであれば除外の手続きか

らになりますので、簡単に宅地にはできない場所となっております。 

他にご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１４番から１６番は、

５条申請と関連があるため後に一括して審議を行うこととし、整理番号１番から１３番を許可と

することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２３号 農地法第３条の規定による許可申請については、整

理番号１番から１３番を許可とすることに決定いたします。 

次に、議案第２４号 農地法の規定による許可の取消し第５条許可について、整理番号１番の

審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

その他ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を承認とする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２４号農地法の規定による許可の取消し第５条許可について

は、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第２５号 農地一時転用許可期限延長願い ４条許可について、整理番号１番の審

議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を承認とすることに
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賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手）  

全員賛成でありますので、議案第２５号 農地一時転用許可期限延長願い４条許可について

は、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

次に、議案第２６号 農地法第４条の規定による許可申請について、整理番号１番から２番の

審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番から２番を許可とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２６号農地法第４条の規定による許可申請については、整理番

号１番から２番を許可とすることに決定いたします。 

次に、議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請について、整理番号１番から２５番

までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

 なお、整理番号９番、１３番については、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の

報告をお願いします。 

 ご報告いたします。整理番号５条の９番、売買、堆肥舎の申請です。現地・面接調査案内図は、 

１ページから８ページです。申請地は桂萱東小学校から東北東約１．７ｋｍに位置する農振農用

地区域内にある農地です。現地案内図は、５ページをご覧ください。面接には申請法人の代表者

及び申請代理人が来られました。申請法人は肥育牛の育成を主たる事業としており、育成牛２０

０頭、成牛５００頭、合計７００頭を飼育しています。従業者数は、５人です。年間出荷頭数は

３００頭で、年間売上額は３億円ほどとのことです。堆肥舎が不足しているため、既存施設に隣

接する申請地に堆肥舎を建築したく申請するものです。申請地には、建築面積７７９．４０㎡の

堆肥舎を建築します。造成・整地についてですが、申請地は湿潤地であることから、砕石で４０

ｃｍ高くします。堆肥舎及び堆肥仮置場はコンクリート舗装し、浸透貯留槽の表面は、機械を置

くことができるように締固めできる砕石舗装とします。出入口は南に設けますが、農業用水路が

あるため、車両運行可能な横断水路に改良して通行するとのことです。雨水については、申請地

の北側に浸透貯留槽２１６㎥を設置し、処理します。調査班としましては、堆肥舎の必要性、事

業の確実性が伺えること、被害防除対策が取られていることから、許可相当と判断しました。 

続きまして、整理番号５条の１３番、売買、露天資材置場の申請です。現地・面接調査案内図

は、９ページから１５ページです。申請地は、上毛電鉄粕川駅から北東に約３２０ｍに位置し、

北側は宅地と農地、南側は雑種地、西側は道路、東側は水路に囲まれた小集団農地の辺縁部に位

置する第２種農地です。現地案内図は、１２ページです。面接には申請法人の代表者及び申請代

理人が来られました。申請法人は、本市に本社を構え、建物・工作物に用いる重量鉄骨の加工、

建築工事を主に営んでおります。従業員は、１３名、年間の売上額は、３憶５千万円ほどとのこ

とです。現在、資材置場が不足しており、製品を段積みし、保管しており、大型地震の発生等に

よる製品の崩落事故が懸念される状況とのことです。作業効率と安全の両面から事業用地の確保

が喫緊の課題となっているため、申請地を資材置場として利用したく、申請するものです。申請

地は、鉄骨製品の保管場所として利用するとのことです。土地の造成は、西側道路の高さに合わ

せ整地し、砕石敷きにします。いずれは、門型クレーンを設置したいとのことです。周囲には、

１．２ｍのフェンスを設置します。雨水は自然浸透とのことです。西側道路との間に水路があり

ますが、関係機関と協議し、適正に処理するとのことです。調査班としましては、資材置場の必

要性、事業の確実性が伺えること、被害防除対策が取られていることから、許可相当と判断しま
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した。 

 以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問

をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号２３番から２５番は、３

条申請と関連があるため後に一括して審議を行うこととし、整理番号１番から２２番を許可とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第２７号農地法第５条の規定による許可申請については、整理

番号１番から２２番を許可とすることに決定いたします。 

続いて、先に審議を保留にしました農地法第３条の整理番号１４番から１６番、農地法第５条

の整理番号２３番から２５番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

◇（説 明） 

なお、農地法第３条の整理番号１５番、１６番、農地法第５条の整理番号２３番、２４番につ

いては、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の報告をお願いします。 

ご報告いたします。①として整理番号３条の１５番、５条の２４番。②として整理番号３条の

１６番、５条の２３番という２つの申請が出されていますので、同一でご報告いたします。営農

型太陽光発電施設の一時転用期間３年経過後の１０年間の更新手続きです。申請人は認定農業者

で、１０年間の一時転用が認められています。現地・面接調査案内図は、１６ページから１０２

ページです。申請地は、①として、上毛電鉄新屋駅から南西約２００ｍに位置する農振農用地区

域内にある農地、②として、上毛電鉄樋越駅から南東約６８０ｍに位置する農振農用地区域内に

ある農地です。現地案内図は①は、２０ページ、②は、８３ページをご覧ください。面接には、

営農者かつパネルの設置者である法人の代表者が来られました。現地調査の結果、太陽光発電施

設の下部の農地には、１０ｍほどの間隔で、①には、４４本、②には、５７本の梅の木が作付け

されていました。梅の種類は、白加賀、和郷、麗和とのことです。現状では、生育期間が不足し

ているため収穫に至っていませんが、生育は順調で、植え付けから５年を迎える令和９年から収

穫を始め、徐々に収量を増やし、植え付けから１０年ほどで、単収８割を確保する計画となって

います。今後も適正に管理を続け、収量確保に努めるとのことです。現在、榛東村他６か所で営

農型太陽光発電に取り組んでおり、下部農地では、梅が順調に生育されているとのことです。 

出荷先は、ＪＡと市内の梅の加工食品を製造・販売する会社を予定しており、１ｋｇあたり２

５０円から３００円ほどで出荷し、申請地での年間の売上額は、当初は２万円ほどですが、収量

が増えたあかつきには、５０万円ほどを見込んでいるとのことです。調査班としましては、梅の

生育もおおむね順調であり、営農の確実性が認められるため、許可相当と判断しました。 

事務局から補足の説明をさせていただきます。申請人の梅の植栽状況につきまして、現地・面

接調査の中で「面積に対する植栽本数は適切なものなのか」「１０ｍの間隔は広すぎるのではない

か」ということが論点になり、その確認をするために、前橋以外の圃場を訪問し現地確認をさせ

ていただきました。参考資料の営農型太陽光をご覧ください。まず、榛東村にある営農型太陽光

です。こちらは樹齢３年の苗木を植えて５年ほど経過したところで、梅の木の植栽間隔は７～８

ｍです。順調に成長し、パネルの下部に枝を広げ、実をつけている様子が見られました。約１０

年で成木になるとのことで、まだ１．５倍程まで大きくなるようですが、すでに枝同士が絡まっ

て干渉しており、７～８ｍでも間隔は不十分とのことでした。 

次に、その他圃場として、太陽光ではない梅林のなかで、樹齢１３年程の成木の圃場を訪問し

ました。植栽間隔は５～６ｍで、枝がぶつかり合い、上に向かって伸びている様子でした。本来

は、枝が下の方に向かって垂れるように伸ばしていくのが、梅の品質面でも収穫の面でも理想的

であるとのことです。来年以降に一列間引く予定とのことでしたが、１０年以上手をかけて育て
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て、成木になりピークを迎えたところでこのようになってしまうとコストもかかりもったいなく、

品質もより良いものをつくりたいということで、他の圃場では最初から密植させずに、植栽間隔

を調整して植える方法をとっている、とのことでした。実際にその他の圃場では、１０ｍ程の間

隔をとって植栽している様子が見られました。また、参考資料として、収獲機の実際の写真や、

梅の栽培に関する研究雑誌や技術書の一部を申請人よりいただいたものを最後に添付しておりま

す。現地確認を行った所感としては、申請人は認定農業者として、拠点である榛東村・高崎市を

始め、各地で耕作放棄地の解消に努めながら、効率的で良質な農業を行うことを目指している、

とのお話もあり、現地の営農状況に問題はなく営農意欲を十分に感じられる内容だったと思いま

す。補足説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問

をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農地法第３条の整理番号１４番か

ら１６番、第５条の整理番号２３番から２５番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、農地法第３条の整理番号１４番から１６番、農地法第５条の整理番

号２３番から２５番を許可とすることに決定いたします。 

なお、営農型太陽光発電施設の下部農地の面積が３，０００㎡を超える許可処分については、

群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴いて、意見が「異存なし」と答申のあったものに

ついて、会長専決により許可書を交付することになりますので、ご承知おき願います。 

次に、議案第２８号 競売農地の買受適格証明願い 耕作目的について、整理番号１番の審議を

お願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

なお、整理番号１番については、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の報告をお

願いします。 

ご報告いたします。買受適格証明（耕作目的）の１番です。現地・面接調査案内図は、１０３

ページから１２１ページです。申請地は、天川大島町三丁目地内の農用地区域内農地です。現地

案内図（航空写真）は、１２０ページです。面接には、申請人が来られました。申請人は、１５

年ほど前から片品村の５アールほどの農地で、花豆、長ネギ、ジャガイモなどを栽培しています。

片品村と前橋市では、標高が違うので、時期をずらして、ジャガイモ、キュウリ、ミニトマトな

ど多品種を栽培したいとのことで、申請地を取得したく申請するものです。申請地では、ジャガ

イモ、なす、里芋を栽培する計画だそうです。また、申請地には、柿や桃などの果樹が植えてあ

り、果樹についても維持していきたいとのことでした。農業従事者は、申請人と妻、妻の兄の３

名で申請人夫婦は榛東村に在住で、妻の兄は広瀬町に在住です。また友人が遊びがてら作業を手

伝ってくれるとのことです。機械は、耕運機と刈り払機を自宅に所有しており、自家用車で農地

まで運べるとのことです。近所の農家と親しくなって、この地域の農法を教えてもらいながら長

く農業を続けていきたいとのことです。出荷は行わず、自家消費するとのことです。申請地を取

得できたあかつきには、前橋市と片品村での農業を両立したいとのことです。調査班としまして

は、営農意欲もあり、将来のあるべき姿までを思いを巡らせていることが伺えたため、適格相当

と判断しました。以上です。 

以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからの、ご意見、ご質問

をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を適格とすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 
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全員賛成でありますので、議案第２８号 競売農地の買受適格証明願い耕作目的について、整

理番号１番を適格とすることに決定いたします。 

なお、当該願い出人が最高価格競落人となり、許可申請書が提出された場合には、本証明願い

の内容と事情が異なると会長が認めた場合を除き、許可して差し支えない旨の付帯決議事項を付

けさせていただきます。 

次に、協議事項（１）、遊休農地に係る農地法第２条第 1 項の「農地」に該当するか否かの判

断について、協議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

なお、特別調査班により現地調査を実施していますので、調査班長の報告をお願いします。 

令和７年３月１７、２５日に特別調査班で非農地判定の調査を実施しましたので、現地調査の

結果を地図番号１番から４２番まで順に説明いたします。今回の重点地区は宮城地区、富士見地

区で、他に申出があった土地が対象となります。 

地図番号１番、本人申し出で、農地として管理されておらず、宅地に面しているため、非農地

判定とします。地図番号２番、本人申出で、農地として管理されていませんが、優良農地に面し

ているため、非農地判定としません。地図番号３番、本人申し出で、土地に盛り上がりがあり、

残土置き場として使用していた可能性があるため、非農地判定としません。地図番号４番、本人

申し出で、竹林が繁茂していますが、優良農地に面しているため、非農地判定としません。地図

番号５番、本人申し出で、管理されておらず、農地として再生することは困難のため、非農地判

定とします。地図番号６番、本人申出で、農地として管理されていませんが、優良農地に面して

いるため、非農地判定としません。地図番号７番、本人申し出で、雑種地として使用されており、

現況地目も雑種地となっているため、今回の調査では非農地判定としません。地図番号８番、本

人申し出で、一部が駐車場として使用されており、違反転用されているため、非農地判定としま

せん。地図番号９番、本人申し出で、山林化していて、農地としての再生は見込めないため、非

農地判定とします。地図番号１０番、山林化していて、耕作困難なため、非農地判定とします。 

地図番号１１番、計２筆。山林化していていますが、管理されている農地と隣接しているため、

非農地判定としません。地図番号１２番、山林化していていますが、管理されている農地と隣接

しているため、非農地判定としません。地図番号１３番、山林化していて、耕作困難なため、非

農地判定とします。地図番号１４番、計２筆。山林化していて、耕作困難なため、非農地判定と

します。地図番号１５番、山林化していて、耕作困難なため、非農地判定とします。地図番号１

６番、狭小地であり、農地としての再生は見込めないため、非農地判定とします。地図番号１７

番、計７筆。山林化していて、耕作困難なため、非農地判定とします。地図番号１８番、農地と

しての再生は見込めませんが、優良農地と連なっているため、非農地判定としません。地図番号

１９番、農地としての再生は見込めませんが、優良農地と連なっているため、非農地判定としま

せん。地図番号２０番、計２筆。農地としての再生は見込めませんが、優良農地と連なっている

ため、非農地判定としません。地図番号２１番、計２筆。川に面しており、農地としての再生は

見込めないため、非農地判定とします。地図番号２２番、山林化していて、耕作困難なため、非

農地判定とします。地図番号２３番、山林化していて、耕作困難なため、非農地判定とします。

地図番号２４番、計２筆。本人申し出で、山林化していて、耕作困難なため、非農地判定としま

す。地図番号２５番、計３筆。山林化していて、耕作困難なため、非農地判定とします。地図番

号２６番、農地として使われていませんが、優良農地に囲まれているため、非農地判定としませ

ん。地図番号２７番、農地として再生可能で、優良農地に囲まれているため、非農地判定としま

せん。地図番号２８番、農地として再生は可能なため、非農地判定としません。地図番号２９番、

農地として再生は可能なため、非農地判定としません。地図番号３０番、狭小地で、農地として

の再生は困難なため、非農地判定とします。地図番号３１番、狭小地で、農地としての再生は困

難なため、非農地判定とします。地図番号３２番、農地としての再生は見込めませんが、管理さ

れているため、非農地判定としません。地図番号３３番、建物があり、違反転用されているため、
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非農地判定としません。地図番号３４番、山林化していますが、周辺に耕地が広がっており、１

種農地のため、非農地判定としません。地図番号３５番、農地としての再生は困難なため、非農

地判定とします。地図番号３６番、農地としての再生は困難なため、非農地判定とします。地図

番号３７番、農地として使われていませんが、管理されているため、非農地判定としません。地

図番号３８番、農地としての再生は困難なため、非農地判定とします。地図番号３９番、農地と

しての再生は困難なため、非農地判定とします。地図番号４０番、山林化しており、農地として

の再生は困難なため、非農地判定とします。地図番号４１番、農地として使われていませんが、

管理されているため、非農地判定としません。地図番号４２番、農地として使われていませんが、

一部管理されているため、非農地判定としません。以上です。 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

  整理番号３０、３１番についてです。こちらの土地が河川に面しており、農地としての再生は

見込めないため、非農地にするとのことでしたが、河川の付近の農地は非農地にできないとの認

識でおりました。ご確認お願いいたします。 

 農業委員会が該当の農地に非農地の証明を出して、法務局の判断にて地目は変更できると思い

ますが、確認にお時間ください。今総会では保留でお願いいたします。 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。協議事項（１）遊休農地に係る農

地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について、整理番号３０番、３１番を保留

とし、２番から４番、６番から８番、１１番から１３番、２６番から２９番、３９番から４２番、

４５番から４７番、５０番、５４番から５５番は、非農地には該当しないこととし、整理番号１

番、５番、９番から１０番、１４番から２５番、３２番から３８番、４３番から４４番、４８番

から４９番、５１番から５３番を非農地とすることに承認の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（１）遊休農地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該

当するか否かの判断について、整理番号３０番、３１番を保留とし、２番から４番、６番から８

番、１１番から１３番、２６番から２９番、３９番から４２番、４５番から４７番、５０番、５

４番から５５番は、非農地には該当しないこととし、整理番号１番、５番、９番から１０番、１

４番から２５番、３２番から３８番、４３番から４４番、４８番から４９番、５１番から５３番

を非農地とすることに承認とすることに決定いたします。 

次に協議事項（２）令和６年度 最適化活動の点検・評価について、協議をお願いします。事

務局の説明を求めます。 

◇（説 明） 

以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。令和６年度 最適化活動の点検・

評価について、原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、協議事項（２）令和６年度 最適化活動の点検・評価について、原

案を承認とすることに決定いたします。 

次に、１８２ページ以降の報告事項ですが、報告事項（１）から（４）までの内容は、 

 

（１）法第４条の届出書の受理状況          ４件  

（２）法第５条の届出書の受理状況         １８件 

（３）法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況 ９件 

（４）現況証明交付状況について           ２件 

 

また、報告事項（５）は、第４回総会において許可とした、法第５条の農地転用４件について、
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群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見が「異存なし」と答申がありましたので、会長専決に

より許可書を交付しておりますので、後ほどご覧ください。 

 

それでは、以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、『総会を閉会』といたします。 
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